
碧南工科高校　保健だより　令和８年２月

いざというときの 相談窓口

ネットで誹謗中傷の書き込みをされた！

相手に賠償等

を求めたい

法テラス

または

弁護士に相談

悩みや不安を

聞いてほしい

まもろうよ

こころ
（厚生労働省）

相手を処罰

してほしい

警察相談専用電話（#9110）

または最寄りの警察署 緊急時は110番

脅迫？ストーカー？

身の危険を感じる！

書き込みを削除したい！

自分で迅速に削除依頼したい！

アドバイスがほしい
自分で削除できない

迅速な助言

違法・有害情報

相談センター

助言・削除要請

子どもの

人権110番

インターネット

人権相談

プロバイダへの連絡

誹謗中傷ホットライン
（セーファーインターネット協会）

ネットショッピングなどで

トラブルになった！

消費者ホットライン

188（いやや）

性的な動画を撮影された

性犯罪・性暴力被害者のための

ワンストップ支援センター

電話 #8891

24時間365日対応

日赤なごや なごみ

いのちの電話

（ネット相談もあり）

誰にも言えない

「ついうっかり」 「知らなかった」という言い訳が通じないのは リアルもネットも同じ

誹謗中傷・人権侵害

「あの人・あのお店、気に入らない！」

と軽い気持ちで投稿した攻撃的な言葉（誹謗中傷）が、

名誉毀損罪や侮辱罪などの罪に

なることもあります。

リツイート、リグラムなどの再投稿

でも、誹謗中傷に加担したとみな

されて、刑事・民事的な責任を負う

可能性があります。

犯罪への加担（＝加害者に）

「簡単高収入」 「裏バイト」

SNSで近づき、優しい言葉で誘いを

かける犯罪者。バイト感覚で応じて

特殊詐欺の受け子などに利用され、

逮捕されるケースも少なくありません。

●簡単に高額を得られる安全な仕事などありません。

「おいしい話には裏がある」

脅迫・犯行予告

「冗談のつもり」 「単なる悪ふざけ」

「匿名だからバレない」

そんな感覚で投稿したメッセージが、脅迫や業務妨害

などの犯罪になることもあります。

●発信者情報は

記録されるのがネットの世界。

「発信」のリスク

●自分が発信した情報の責任は自分にある

単なるつぶやきや再投稿でも、内容次第で社会的信用を失い、

就職などに影響を与えることも。

●一生負うことになる「デジタルタトウー」

一度ネットに公開したら、消すことは限りなく不可能。動画や

写真、つぶやきでも、不適切投稿は未来の自分に負の遺産と

して残ります。

●個人を特定できる情報発信の危うさを知る

犯罪者が中高生のSNSから友達関係を探るのは簡単！写真

や動画の投稿は背景や写りこみへの気配りも大切です。

参考・引用

こども家庭庁 青少年の保護者向け

普及啓発リーフレット

ネットについてアップデートしておくべきこと
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